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１．経緯

○ 平成13年4月に「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下「資源有

効利用促進法」という。）が施行されたのに伴い、産業構造審議会廃棄

物・リサイクル部会企画小委員会パソコン３Ｒ分科会及び厚生省（現環

境省）パソコン等リサイクル検討会の合同会合（座長　永田勝也　早稲

田大学理工学部教授）の検討結果（平成12年12月）を踏まえ、平成13年4

月から、同法に基づきパソコンが指定省資源化製品及び指定再利用促進

製品に指定され、パソコン製造業者に対してリデュース、リユース、リ

サイクルに配慮した設計が義務付けられるとともに、指定再資源化製品

に指定され、使用済みとなった事業系パソコンについては、製造業者及

び輸入販売業者（以下「メーカー等」という。）に対して、回収・再資

源化の義務が課せられた。

○ 他方、排出される使用済みパソコンのうち現状では約2割に当たる家庭系

使用済みパソコン1の回収・再資源化については、従来から産業廃棄物と

して排出時排出者負担の原則が一般的に定着していた事業系パソコンと

は異なることから、本合同会合において、リサイクル費用の販売時負担

の可能性を含めて引き続き検討を行い、適切な方策を導入することとさ

れた。

○ これを受けて、本合同会合は、平成13年7月以降、家庭系使用済みパソコ

ンの回収・再資源化のあり方について、検討を行った。

○ 本報告書は、上記検討結果に基づき、平成12年12月の報告書に加えて、

家庭系使用済みパソコンの回収・再資源化を実施していく上で必要な制

度の枠組み、関係者の役割分担、回収の方法、費用負担のあり方等につ

いて取りまとめたものである。

２．家庭系パソコンの現状（事実関係とその分析）

(1) 国内出荷、普及の状況

○ 家庭系パソコンの国内出荷は、平成12年度におけるパソコンの国内出荷

12,102千台のうち、40.2％の4,865千台が家庭向けと推定されている（表2-1）。

○ 家庭向け出荷比率がここ数年で急速に伸びた結果、家庭における保有台

数は平成12年度で21,497千台と推定される（表2-2）。家庭における普及率は

50.1％に達している（表2-3）。

                                                
1 パーソナルコンピュータ（日本標準商品分類において「パーソナルコンピュータ」と分類さ

れるものであって、重量が１kg以上のもの。）の本体部分及び表示装置。（事業活動に伴っ

て排出されるものを除く。）
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○ パソコンは小型、軽量の製品であるが、更に小型軽量化を求めるニーズ

が強く、平成12年度の家庭向け国内出荷でノートブック型がデスクトッ

プ型を上回る（表2-1）など、パソコンにおける小型軽量化の傾向は、更に

続くものと予想される。

○ 直近の平成13年度における販売動向については、最近の経済情勢の低迷

を受けて、対前年比で12%以上減少見込み（図2-1）と大きく落ち込んでいる

が、中期的には家庭向けパソコンの販売は、経済情勢にもよるが、引き

続き増勢傾向を持続するものと考えられる。他方、技術進歩や市場の変

化が激しいことから、長期的には、パソコンがテレビや通信機器等他の

家電製品に取り込まれたり、携帯情報端末等パソコン以外の商品に変化

することも考えられ、その場合、過去におけるワードプロセッサーと同

様、家庭系パソコンについても、将来急速に市場規模が縮小する可能性

があると考えられる。

(2) 流通・販売の状況

○ 家庭系パソコンは、そのほとんどがパソコン専門店、家電量販店等の小

売店を通じて販売されている（図2-2）。

○ 商品の輸送は、大型で重く、持ち運びできないため、基本的に小売店に

より配達される家電リサイクルの対象となる家電4品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫、洗濯機。以下単に家電4品目という。）とは異なり、小型軽

量で持ち運び可能であることから、デスクトップ型では約半分、ノート

ブック型では約7割が持ち帰りとなっている。なお、配達される場合も、

宅配便が用いられているのが特徴である（図 2-3）。

○ この結果、家電4品目のように、小売店による配達時の持ち帰りを基本と

する回収は困難である。

(3) 保有・排出の状況

○ 家庭系パソコンが排出されるまでの平均年数は13.8年という調査結果が

ある（図2-4）。事業系の4～6年と比べるとかなり長期にわたっているが、

これは、必ずしも使用されていることを意味せず、比較的小型軽量であ

ること、また、保有年数が10年を超える80年代に購入されたパソコンに

ついては、当時の価格で数十万円する高額商品であったことから、一部

の専門的ユーザーに保有が限定されていること等から、使用済みになっ

ても廃棄されずに家庭内で保有（以下「退蔵」という。）されているた

めと考えられる。
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○ 近年のユーザー層の一般消費者への拡大や、中古市場が生まれてきてい

ることを考慮すれば、上記の保有状況は今後変化し、平均保有年数は現

在の調査結果よりも短縮化する可能性が高い。

○ 排出の動機は、新製品への買い替えが多いが、その場合でも、蓄積され

たデータの移し替え等もあり、買い替えとの同時排出は約3割強にとどま

り、購入後半年以内の排出が4割弱、同半年以上が約3割弱存在する（図2-5,

図2-6）。

○ 家庭系使用済みパソコンの排出量は、平成13年度で約9千トン程度と推定

される（図2-7）。今後、小型軽量化の影響はあるものの、家庭への普及の

本格化とともに、排出量も増加し、平成18年度には現在の2倍強の2万ト

ンを越え、十数年後には現在の約8倍に達するものと推定される。

○ これを、年間約5,000万トンの排出量がある一般廃棄物に占める割合（推

計）で見ると、生ごみ（約30％）、容器包装（約25%）、紙（約25％）、

家電製品（約2％）、衣料品（約2％）、家具（約2％）と比べ、現状で約

0.02％、十数年後でも1％に満たないなど、排出量はかなり少ない。

　　（注）この他、自動車（年間排出量約550万トン）がある。

○ 一方、年間排出量142万トン程度と推計される粗大ゴミにおいては、家庭

系使用済みパソコンの排出量約9千トンは、全体の約0.6％に相当する。

なお、家電リサイクル法の対象となる大型の家電4品目の排出量は約60

万トン（全体の約42％）である。同様に、今後の排出量の増大予測に基

づけば、十数年後には、電気電子機器中、家電4品目に次ぐ排出量となり、

粗大ゴミ中に占める割合は、家電4品目の約1割に相当する同約4.9％程度

まで拡大するものと予想される。

○ 現時点で排出される製品中、台数で約8割はデスクトップ型で、ノート

ブック型は約2割にとどまる（重量比では、デスクトップ型：ノートブッ

ク型＝30.4kg：4kgとして、97：3となる）。将来は、これが概ね5：5に

なると予想される（重量比では、デスクトップ型：ノートブック型＝

17kg：2.5kgとして、87：13となる）。

(4) 処理の状況

○ 使用済みの家庭系パソコンは、これまで、そのほとんどが自治体により

処理されている。

○ 自治体の「ゴミ」としての取扱いは、デスクトップ型は、多くの自治体

で「粗大ごみ」として処理されており、「不燃ごみ」扱いは約2割にとど

まるが、ノートブック型については、「粗大ごみ」扱いと、「不燃ごみ」
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扱いがほぼ同じ割合で存在する。

○ 処理の内容は多くは埋立処分であり、資源回収が行われる一部の場合で

も、資源の回収は鉄回収が中心となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：市町村数）

品      目 デスクトップ型 ノートブック型

収集・受入 1,252  (95.5%) 1,301  (96.0%)

混合・普通ごみ 1   (0.1%) 2   (0.1%)

可燃ごみ 1   (0.1%) 1   (0.1%)

不燃ごみ 291  (22.2%) 588  (43.4%)

粗大・大型ごみ 827  (63.1%) 649  (47.4%)

搬入・持込ごみ 296  (22.6%) 251  (15.5%)

その他 28   (2.1%) 31   (2.3%)

収集・受入せず 59   (4.5%) 54   (4.0%)

合      計 1,311  (100%) 1,355  (100%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：環境省

(注１)複数回答あり。

(注２)「搬入・持込みごみ」の実質的な排出者は、大部分が事業者であると考えられる。

(注３)デスクトップとディスプレイは、ほぼ同じ取扱いがされている。

(注４)「粗大ごみ」の料金は、東京23区の場合、デスクトップが800円、ノート、ディス

プレイ（20インチ未満）が500円。横浜市の場合、パソコンセット（本体＋ディ

スプレイ）が1,200円、ディスプレイが800円、パソコン本体が400円。

(注５)東京23区の場合、概ね30cm角未満のごみは、「不燃ごみ」として収集し、破砕・

埋立処分等が行われる。

○ 「粗大ごみ」として収集された場合も、収集・運搬には多くの場合パッ

カー車が使われるので、自治体が回収したものをリサイクルすることは、

現状では困難であると考えられる。

(5) 家庭系パソコンをリサイクルすることにより回収し得る資源

○ パソコンの回収・リサイクルにより、平成15年度までに達成するリサイ

クル率の目標（注：部品リユース及びマテリアルリサイクルによる資源

回収の合計）は、次のとおりである2。

                                                
2 事業系パソコンの処理実態を考慮すれば、メーカー等によるリサイクル処理においては、部

品リユース及びマテリアルリサイクルに加えて、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクル

も行われているので、例えばノートブック型パソコンのリサイクル率の目標が20％であって

も、残る80％が最終処分されることを意味するのではない。最終処分されるのは5～20％程度

と考えられる。
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デスクトップ型パソコン（表示装置を除く部分） ５０％

ノートブック型パソコン ２０％

ＣＲＴディスプレイ装置 ５５％

液晶ディスプレイ装置 ５５％

○ 現時点で排出されるデスクトップ型パソコンおよびＣＲＴディスプレイ

装置の合計重量は、平均約30kgであると推定される。したがって、メー

カー等によるリサイクル処理で、1セット当たり約15kg～16.5kgの資源

（鉄、アルミ、銅、ガラス等）回収が可能となる。

○ 現在販売されているデスクトップ型パソコンセットの平均重量は約17kg

程度となっており、将来の資源回収量は、同約8～9kgとなると予想され

る。

○ ノートブック型パソコンの場合、現時点で排出される製品の平均的な重

量は約4kgであり、メーカー等によるリサイクル処理で1台当たり約800g

の資源回収が可能となる。これ以外にも、自治体では回収が困難な金等

希少金属も含まれる。

○ ノートブック型パソコンは、急速に重量が減少しており、最近販売され

ているものは概ね2.5kg以下となっている。このため将来における1台当

たりの資源回収量は、約500g以下になると予想される。

(6) パソコンのリサイクルを行うことによる費用と社会的便益

○ 現在、自治体が税金により実施している家庭系使用済みパソコンの処理

を、将来における排出量の増大も踏まえ、拡大生産者責任の観点を考慮

し、メーカー等がリサイクルを行う制度に再構築することに伴う費用と

社会的便益は、以下のとおりである。

○ 自治体の粗大ごみ処理費用（リサイクル無し又は僅か）は、例えば、東

京都で213円／kg、横浜市で112円／kgなので、デスクトップ型パソコン

（30.4kg）で3,405円～6,475円程度、ノートブック型パソコン（4kg）で

448円～852円程度の処理費用がかかっていると推定される。

○ 家庭系パソコンを使用、排出した消費者もそうでない消費者も、均しく

負担を求められる税金による処理から、メーカー等が実際に家庭系パソ

コンを使用、排出する者に負担を求めてリサイクルを行う制度に移行す

ることに伴い、直ちにその効果が顕らかとなる性格のものではない面が

あるものの、消費者は従来ごみ処理に要していたこれらの費用に応じて

税負担の軽減が期待できる。
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○ さらに、新たに回収・リサイクルを行うことによる収集運搬費及びリサ

イクル処理費を下表のように仮定すると、重量が重く、リサイクル率が

高いデスクトップ型については、税金により処理している自治体の処理

費（リサイクル無し又は僅か）に比べて、メーカー等のリサイクル処理

費が収集運搬費と合計した場合でも下回るか、又は、収集運搬費を除い

たリサイクル処理費とほぼ同等であり、リサイクル処理費用の効率化も

期待される。ただし、ノートブック型については、自治体の処理費（リ

サイクル無し又は僅か）が、メーカー等のリサイクル処理費と比べて、

ほぼ同等か小さく、特に、収集運搬費用がリサイクル処理費と同じ程度

かかると考えられることから、回収までを含めると、現状では必ずしも

効率化が期待できるとは言えず、社会的便益を確保するためには、自治

体、販売店等関係者の協力により、効率的な回収ルートの構築が課題と

なると考えられる。

種    別 ﾘｻｲｸﾙ処理費 収集運搬費 合    計
デスクトップ型

（ディスプレイ含）

3,000～4,000 1,500 4,500～5,500

ノートブック型 1,000～1,500 1,000 2,000～2,500

（注）上記費用は、具体的な費用積算に基づくものではなく、推定値であ

る。

○ また、直接的な費用効果に加えて、新たな仕組みに移行することに伴い、

消費者は家庭系パソコンを使用することによる便益に見合った責務を果

たし、廃棄物としての排出の抑制等に努めることが期待され、メーカー

等は、既に資源有効利用促進法に基づく指定省資源化製品及び指定再利

用促進製品の指定により責務となっている設計や素材の選択等を通じた、

廃棄物となりにくく、リサイクルしやすい製品の製造等の取組を更に促

進することが期待される。

○ 社会全体としては、部品のリユースを含め、有用資源の回収、利用が促

進されること、ごみの減量化により逼迫している埋立処分地の節減がで

きること等の間接的な便益が大きいことから、重量が大きい配達製品で

ある家電4品目ほどではないものの、家庭系パソコン、特にデスクトップ

型パソコンの回収・リサイクルを行うことの社会的便益は明らかである。

○ また、ノートブック型についても、小型軽量で、また、リサイクル率も

20％と高くなく、回収できる有用資源の量が限られていること等回収・
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リサイクルを行う上での制約はあるが、他方で、金等希少金属が含まれ

ること、排出量が将来において大きく増加すると予想されること、技術

の進歩に伴ってリサイクル率も上昇すると期待されること等から、将来

を含めて総合的に見れば、メーカー等と消費者、自治体等が協力するこ

とで回収・リサイクルを行うことによる社会的便益が期待される。

３．家庭系使用済みパソコンの回収・再資源化の制度設計を行う上での基本的

考え方

(1) 制度の枠組み

○ 一般に、リサイクルを行うに当たって、どのような仕組みを構築するか

は、

① 当該製品の排出量等廃棄物としての位置づけ

② 回収する資源の有用性

③ 自治体における処理困難性

等を勘案して、制度の実効性、関係者の義務の程度、役割分担を総合的

に判断すべきである。

○ 家庭系使用済みパソコンについては、現時点においては、廃棄物として

の量も少なく、回収できる資源量も限られており、自治体における処理

困難性の程度も必ずしも高くない。加えて、使用済みパソコンを巡って

は、中古市場の拡大など新規ビジネス萌芽の動きもみられる。こうした

実態を反映した仕組みづくりを考慮すると、メーカー等、販売店、ユー

ザー、自治体等関係者に対して、排出や収集に当たって厳格な義務を課

し、倒産・撤退メーカー等の製品についてリサイクルの実施を確保する

指定法人の設立を義務づける等のために個別法を制定するのではなく、

むしろ、ビジネスの多様性や関係事業者の様々な工夫を促進できるよう

な柔軟性を持たせる仕組みづくりを考えることが、より効率的なリサイ

クルの実施に結びつくものと考えられる。このため、リユース市場もう

まく活かしながらリサイクルに取り組んでいるオランダ等先行国の経験

にも照らしつつ、ある程度の実効性を期待した仕組みを構築することと

し、資源有効利用促進法に基づくメーカー等の自主的取組により対応す

べきである。

(2) 関係者の役割分担

○ 資源有効利用促進法によりメーカー等には回収・リサイクルの義務が発

生する。他方、家庭系使用済みパソコンについては、中古品として売却
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されたり、自治体が収集するごみとして排出されたりするほか、家庭内

で退蔵されることも考えられるなど、メーカー等が構築する回収ルート

にうまく集まらないことが考えられる。さらに、ノートブック型パソコ

ンの場合が典型的であるが、相対的に小型軽量であることにより、リサ

イクル処理費用に比べて、収集運搬費用の比率が大きくなることから、

家庭系使用済みパソコンについて回収・リサイクルを実施するに当たっ

ては、リサイクルを実施するメーカー等と他の関係者が、適切に役割を

分担して協力することにより収集運搬に要する費用の低減を図り、回

収・リサイクルを行う社会的便益を確保するとともに、将来にわたって

回収・リサイクルが確実に実施される体制を構築していくことが必要で

ある。

○ また、このような協力は、メーカー等の自主的取組を前提とした本制度

の実効性の向上を図る上でも必要である。

○ 関係者が協力していく上で、それぞれに期待される役割は、次のように

考えられる。

（メーカー等の役割）

Ø メーカーは自ら製造した使用済み製品について、製品の規格、仕様の

決定、原材料の選択等を行っており、これらを背景にリサイクルを最

も適切かつ効率的に実施し得る立場にあること、また、輸入販売業者

についても最もリサイクルしやすい製品を選択しうる立場にあること

から、拡大生産者責任の観点を踏まえ、資源有効利用促進法に基づく

指定再資源化事業者として、回収拠点（以下「指定回収場所」という。）

を設け、家庭から排出された使用済みパソコンを引取るとともに、引

取った製品について生活環境保全上の支障が生じないよう廃棄物処理

法その他関係法令に照らし適切な方法でリサイクル処理を行うこと。

Ø 上記に加えて、消費者の排出実態を考慮して、回収サービス（宅配便

の派遣等）の提供等を含め、消費者の利便性の高い、実効性のある回

収・リサイクルの仕組みを総合的に検討し、その仕組みが実効的に機

能するよう実施すること。

Ø リサイクル容易設計の実施、材料の選択等を通じて、リサイクル率の

向上、リサイクルコストの低下等に努力すること。

（販売店の役割）

Ø パソコンは持ち帰り比率が高く、販売店による配達が少ないことや、

蓄積されたデータの移し替え作業等により多くの場合購入時点と排出

時点が異なるという商品特性があり、家電４品目とは異なり、販売時
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における販売店回収が主たるルートとはなりにくい。しかし、全国展

開している販売店数からしても、消費者の利便性からしても、補完的

な回収ルートとしては重要な位置を占め得ることから、回収の実効性

を上げるために、販売店が消費者の持ち込みや、配達した場合の消費

者からの引取要請等に、積極的に応ずることにより、回収に協力して

いくことが期待される。このため、販売店は、それぞれの店の経営方

針にも照らしつつ、自らの店が、メーカー等が設置する回収拠点に進

んでなることを検討すること。

（自治体の役割）

Ø 自治体における家庭系使用済みパソコンの取扱いは、各自治体におけ

る一般廃棄物処理計画に基づき決定されることとなるが、メーカー等

の自主的取組に協力し、回収・リサイクルの実効性を向上する観点か

ら、可能な限り協力できる措置について検討すること。

Ø 特に家庭系使用済みパソコンの排出者である住民と最も密接なつなが

りを持つという観点から、実施に当たって、回収・リサイクルの仕組

みが実効的に機能するよう、不法投棄等をせず適正に排出することを

含め、住民に対する広報・周知活動を行うこと。

Ø メーカー等による回収と自治体による粗大ごみ等の回収が並存する中

では、メーカー等による回収ルートへの排出を促進することができる

よう、家庭系使用済みパソコンの排出頻度が高くないことも踏まえて、

住民との協力による分別回収等や、自治体間の広域的な協力、民間許

可業者の活用等により、住民が利用しやすい効率的な分別回収が可能

となるよう検討すること。また、住民の理解が得られる自治体におい

ては、メーカー等のリサイクル料金の水準も踏まえて、メーカー等の

回収ルートへの排出を促進するよう適正な収集手数料を設定すること

を検討すること。

Ø また、自治体施設を、メーカー等が設置する回収拠点とすることにつ

いても検討すること。

Ø 国が講ずる措置にならって、資源有効利用促進法に基づいてリサイク

ルを行っているメーカー等の製品について、グリーン調達の対象とし

て、優先的に購入することを検討すること。

（国の役割）

Ø 資源有効利用促進法に基づいてリサイクルを行っているメーカー等の

製品について、グリーン購入法の対象製品を選定するに当たっての配

慮事項に指定し、グリーン調達の対象として、優先的に購入すること
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を検討すること。

Ø 実施に当たって、回収・リサイクルの仕組みが実効的に機能するよう、

不法投棄等をせず適正に排出することを含め、国民に対する広報・周

知活動を行うこと。

Ø 法に基づく義務を遵守するメーカー等が競争上不利とならないよう、

資源有効利用促進法の厳格な運用を図ること。

Ø メーカー等が構築する指定回収場所以降の運搬、及び、必要な消費者

に提供する指定回収場所までの回収サービスの仕組みに対して、廃棄

物処理法に基づく広域指定を行うに当たっては、これに係る審査が円

滑に行われるよう配慮すること。

（消費者の役割）

Ø 家庭で使用した使用済みパソコンの適正な排出、メーカー等への引渡

しと費用の支払いにより、回収・リサイクルが進むように協力するこ

と。

Ø 海外から直接自己輸入したパソコン、又は、自ら組み立てたパソコン

についても可能な限り回収・リサイクルを進めるべく、引取り・リサ

イクルを行う者が存在する場合には、適切な引渡し、費用の支払い等

の協力を行うこと。

(3) 回収の方法

○ 家庭系使用済みパソコンの回収については、持ち帰り比率が高く、販売

店による配達が多くないことや、蓄積されたデータの移し替え作業等に

より多くの場合購入時点と排出時点が異なるという商品特性があり、家

電４品目とは異なり、販売時における販売店回収が主たるルートとはな

りにくいことから、販売店を経由しない回収ルートの構築が必要となる。

○ このためには、販売時の持ち帰り比率がデスクトップ型で約半分、ノー

トブック型では約7割に達しているという事実を踏まえ、消費者が家庭系

使用済みパソコンを指定回収場所に持ち込みやすい環境を整備すること

が必要である。メーカー等は、宅配便の全国集配拠点（約2,000か所）、

メーカー等の保守サービス拠点（300～400か所）、家電4品目の指定引取

場所（2グループ各190か所）等の指定回収場所としての活用を検討する

とともに、自ら進んでメーカー等の指定回収場所となる意思を有する販

売店、自治体の協力も得て、消費者にとって利便性の高い指定回収場所

網を設置し、持ち込まれた家庭系使用済みパソコンを、指定回収場所ま

での収集運搬費用を受け取らずに引き取ることが適当である。
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○ なお、メーカー等が自治体と協力して回収ルートの構築を図る場合には、

例えば、メーカー等は家庭系使用済みパソコンのうちの既販パソコンに

ついて、排出時のリサイクル費用の負担を自治体を経ずに可能とするこ

とにより、自治体が回収した家庭系使用済みパソコンの引き取りに当

たってメーカー等と自治体の間で金銭の授受が不要となるよう配慮した

仕組みづくりが重要である。

○ また、消費者による指定回収場所への持ち込みが困難な場合も考えられ

ることから、メーカー等は、従来から家庭系パソコンの故障等クレーム

対応で宅配便の派遣を行っているという実績も踏まえ、宅配便を活用し

た効率的な戸口回収サービスを適切な費用で提供すべきである。

○ パソコンは組み合わせ商品であり、例えば、本体とディスプレイが異な

るメーカー等の製品である場合や、セットではなく、本体のみやディス

プレイのみといった排出も考えられることから、メーカー等は、問い合

わせ窓口や指定回収場所を共同で設置する等、消費者の利便性の向上を

図ることが必要である。

(4) 費用負担

○ メーカー等は、資源有効利用促進法に基づき、自らが設置した指定回収

場所で自社製品を引き取り、リサイクルを実施することとなる。このた

めのリサイクル費用（指定回収場所以降の収集運搬費用及びリサイクル

費用を言う。以下同じ。）の負担時期については、メーカー等において

は排出時負担を求める意見も強かったが、本合同会合で検討した結果、

持ち運びが困難な配達商品で、排出時負担でも制度の実効性が期待でき

る家電4品目と異なり、パソコンについては、小型軽量で消費者が持ち運

びし易い商品であり、自治体の収集するごみと一緒に排出される可能性

が高いこと、また、ややもすれば、不法投棄につながるおそれのあるこ

と、等から、メーカー等による自主回収等という枠組みの下で、より高

い実効性を確保するためには、リサイクル費用の負担は販売時とし、排

出時には消費者の費用負担を求めない方法とすることが適当であるとさ

れた。

○ 販売時負担の方式としては、「当期充当方式（ある年度に排出されるパ

ソコンのリサイクル費用を当該年度に新たに販売されるパソコンの販売

価格に割り振る形で上乗せし、確保する方式）」と、「将来充当方式（パ

ソコンの販売時に将来における当該パソコンのリサイクル費用を販売価

格に含めて確保しておく方式）」について、特徴と問題点を具体的に検
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討した。

○ その結果、具体的には、資源有効利用促進法に基づくメーカー等の自主

的取組として以下を行うこととされた。

＜制度実施後に販売される家庭系パソコン＞

① 制度実施後に販売される家庭系パソコンにはマーク等を付し、当該パ

ソコンが使用済みとなってメーカーの指定回収場所に持ち込まれた時

には、メーカー等は無償で引き取り、リサイクルする。

（注）排出実態を考慮すると、制度実施後3年目位からマーク等付きのパ

ソコンの排出が実質的に始まると予想される。

② リサイクル費用は、販売価格に含まれることとなる。

＜制度実施前に販売された家庭系パソコン＞

③ 制度実施以前に販売された家庭系パソコン（既販品）については、費

用負担が行われていないので、排出時にリサイクル費用の負担を求め

た上で引き取り、リサイクルを行う。

○ 本合同会合の議論を踏まえ、メーカー等から将来充当方式の販売時負担

を基本とする案が提案されたのは、上記の取組みが販売時にあらかじめ

リサイクル費用を確保しようとするものであり、下図のように家庭系使

用済みパソコンの排出量が増大して、家電4品目に次ぐ排出量となる将来

において、仮に新規販売が大きく減少し、極端な場合には商品として消

滅するような事態（上記2(1)参照）が生じたとしても制度が成り立たな

くなる心配が少なく、高い実効性が期待される仕組みであること等によ

るものである。

○ 上記の取組は制度実施後に販売されるパソコンについて、リサイクル費

家庭系ＰＣ廃棄台数の推移
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用をあらかじめ製品価格に含めて確保しようとするものであり、今後の

循環型社会の構築に向けて非常に意義のある費用の負担方法であるもの

として高く評価された。

○ なお、この場合、製品の販売価格に含まれることとなるリサイクル費用

の管理については、資源有効利用促進法では、メーカー等の自主的取組

が基本であることにかんがみ、各企業の自主性と責任に委ねることが適

当であり、効率的であると考えられる。また、メーカー等は、消費者が

価格にリサイクル費用が含まれていることを意識した上で、メーカー等

に対する信頼に基づきこれを負担するものであることを踏まえて、確実

にリサイクルの責務を果たすことが求められる。

○ 一方、制度開始当初の数年間において回収対象の多くを占める既販のパ

ソコンについては、あらかじめリサイクル費用の負担が行われておらず、

リサイクル費用の排出時負担が残るため、自主回収の実効性が上がらな

いのではないか等の指摘もあった。このため、既販品についても、排出

時負担によらず、そのリサイクル費用を新規に販売されるパソコンの価

格に割り振る形で上乗せして確保することにより、新規に販売されるパ

ソコンと同様に無償で回収することの可能性が議論された。

○ しかし、これについては、リサイクル費用の負担者と受益者とが必ずし

も一致しない点について公平性の観点から国民の合意が得られていない

こと、メーカー等ごとの販売台数の違いから、既販品のリサイクル費用

として新規販売品の価格に上乗せする額がメーカー等ごとに異なり、競

争の公平を損なうおそれがあること等の課題があり、むしろ、これらの

議論を通じて排出時負担による場合も含めて、本質的な論点は、当面問

題となる既販品について、自治体による粗大ごみ等の回収が並存等する

中における不法投棄の懸念への対応も含め、いかに回収の実効性を高め

ていくかにあることが明らかとなった。

○ こうした中で、メーカー等からは、既販品について排出時負担とする場

合にあっても、メーカー等が主体となって既販品について下記の①から

③までの回収促進策を展開、推進していく旨の説明があり、a．既販パソ

コンの排出は量的にも少ないこと、b．回収量が確保されないとメーカー

等が構築した回収・リサイクルの仕組みが無駄になることから、メーカー

等による積極的な回収努力が期待されること、c．中古市場が拡大しつつ

あることで、メーカー等や販売店による市場における有償の買取りが出

現しつつあり、今後も拡大が期待されること等を踏まえ検討が行われた。

その結果、最終的には、仮に既販品について排出時負担とした場合にあっ
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ても、不法投棄の懸念は大きくはなく、十分回収の実効性を高めていく

ことが期待できるのではないかという点で大方の合意が得られたことか

ら、既販品については、消費者に排出時に費用負担を求め、リサイクル

を行うこととした上で、メーカー等をはじめとする関係者が、回収・リ

サイクルの実効性を上げていくことが重要であるとの結論に至った。

① メーカー等は、排出実態に即して、できるだけ多くの指定回収場所

を設けるとともに、宅配便サービス等を準備することにより、回収

に当たっての消費者の利便性を向上させること

② メーカー等は、メーカー等との連携を図る自治体との協力を進める

ことや、いわゆる販売促進活動等を通じて、消費者からの既販品の

回収が促進されるよう積極的な取組みを行うこと

③ メーカー等、自治体、国等関係者が協力して、消費者にメーカー等

への排出を呼びかけていくこと

○ なお、家庭系使用済みパソコンについては、家庭内に残存する期間が長

いという実態があるが、これには使用後も家庭内に置いておくという、

いわゆる「退蔵」が相当程度あると考えられるところ、一部の専門的ユー

ザーから一般家庭へのユーザー層の拡大、中古市場の発達とこれに伴う

メーカー等や販売店による有償買取りの拡大、回収・リサイクル制度の

確立と回収のための努力等に伴い、家庭内残存期間は縮小し、既販品の

排出量は、過去の残存期間から予想される上図の予測よりも、早く減少

すると期待される。

４．制度の実施にむけて

○ 上記の基本的考え方に基づき、メーカー等を中心とする関係者は、家庭

系使用済みパソコンの回収・リサイクルの実施に向けた準備に着手すべ

きである。

○ 具体的には、次のことが必要となる。

Ø 資源有効利用促進法の関係省令の改正手続き（メーカー等が自主回収

すべきパソコンを事業活動に伴う使用済みパソコンに限らず家庭から

排出されるものも含めること、制度施行後に販売された家庭系使用済

みパソコンの回収に当たってはメーカー等は対価を得ないで自主回収

すること等を規定）。

Ø メーカー等による回収及びリサイクル実施の体制構築の検討と実施準

備（回収の方法、指定回収場所の設置場所、使用するリサイクル施設、

既販パソコンの回収促進策等）。
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Ø 上記検討結果を踏まえた、メーカー等と販売店、自治体等との調整。

Ø 回収及びリサイクルの詳細検討結果を踏まえた、廃棄物処理法に基づ

く環境大臣による広域指定の取得。

Ø 消費者に対する周知、広報（メーカー等、自治体、国等）。

○ 施行準備に当たっては、関係者の緊密な協力が必要である。

○ 家電4品目の場合、家電リサイクル法の公布から本格施行まで2年9か月を

要したが、家庭系パソコンにおいても、①回収・リサイクル実施のため

のメーカー等による詳細な検討、体制の構築、②販売店、自治体等との

調整、③消費者に対する周知、広報にそれぞれ半年間程度は必要である

と考えられ、混乱なく制度を立ち上げるためにも、各関係者は連携して、

可能な限り早急に準備を進めるべきである。

○ 制度実施後においては、家庭系使用済みパソコンの回収実績について公

表するとともに、その結果を踏まえて、関係者の協議の場を設け、それ

ぞれの取組や協力関係等について評価し、必要に応じて、その見直しを

行っていくことが適当である。
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図　表

（表2-1）家庭系パソコンの推定国内出荷

（単位：千台）

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

パソコン

合計   5,704   7,192   6,851   7,538   9,941  12,102

デスク

トップ型   1,254   1,467   1,189
   
  1,291   1,777   2,360

ノート

ブック型     514     805     935   1,159   1,643   2,505

家庭系パ
ソコン計   1,768   2,272   2,124   2,450   3,420   4,865

　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：（社）電子情報技術産業協会

（表2-2）家庭におけるパソコンの推定保有状況（平成12年度）

（単位：千台）

デスクトップ型 12,269

ノートブック型 9,228

家庭系パソコン計 21,497

出典：（社）電子情報技術産業協会

(表2-3)家庭におけるパソコンの普及率の推移

（単位：％）

時　点 平成８年 　９年 　１０年 　１１年 　１２年 　１３年

普及率   17.3   22.1   25.2   29.5   38.6   50.1

出典：消費動向調査(内閣府)
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(図2-1)パソコン販売の推移(13年度は見込み)

出典：(社)電子情報技術産業協会

(図2-2)パソコンの購入場所

出典：(社)電子情報技術産業協会
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(図2-3)購入時のパソコン輸送方法

出典：(社)電子情報技術産業協会

(図2-4)パソコンの残存率

出典：(社)電子情報技術産業協会
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(図2-5)パソコンの排出理由

出典：(社)電子情報技術産業協会

(図2-6)パソコンの排出時期

出典：(社)電子情報技術産業協会

購入後、以前から所有のパソコンを排出するまでの期間
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(図2-7)家庭系パソコンの廃棄量予測

出典：(社)電子情報技術産業協会
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「資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく家庭系使用済みパーソナルコンピュータの

回収・再資源化促進のための方策について」報告書（案）に係るパブリック・コメントについて

意　見　の　概　要 考　え　方

(1)制度の枠組みについて

・製品個別に複雑なリサイクルシステムを作ることは、それ
ぞれの義務や責任を分かりにくくする。家電４品目以外の

家電製品や家電製品以外のものも含め、大枠の議論が必

要。パソコンのみについて、資源有効利用促進法に基づき

仕組みづくりするのは良いとはいえない。（会社員）

・家電リサイクル法を改正し、持ち帰り品を対象とするリサ

イクル制度創設が必要。（無職）

・メーカーの自主的取組によるリサイクルシステム構築につ

いては異論はないが、構築される仕組みの利便性が確保さ
れているかどうか、継続的に検証し、場合によっては個別

法により厳しい義務を課していくことも必要。（自治体）

(2)関係者の役割分担について

・指定回収場所、リサイクル工場に係る廃掃法上の配慮につ
いて考慮すべき。（団体職員）

・家庭系パソコンについては、現時点においては、廃棄物として排

出される量も少なく自治体における処理が必ずしも困難ではない
一方で、回収できる資源量も限られているとともに、中古市場の

拡大がみられる等の状況にあります。このため、家庭系パソコン

については、事業者の様々な工夫を促進できるよう柔軟性のある

仕組みづくりを考えることが、より効率的なリサイクルの実施に
結びつくものと考え、資源有効利用促進法に基づく仕組みづくり

を進めることとしました。なお、制度実施後には、関係者による

協議の場を設け、回収実績を踏まえて、それぞれの取組みや関係

者の協力関係等について評価し、必要に応じて、その見直しを
行っていくこととしています。

・同上

・同上

・廃棄物を扱う施設については、施設の規模等において一定の要件
に該当する場合には、環境保全上の観点からの規制が必要であ

り、施設許可を不要とすることは難しいと考えます。

・廃棄物処理法に基づく広域指定を行うに当たっては、要件を満た

しているか、個別案件ごとに適正に審査を行う必要があり、あら



・資源有効利用促進法に基づく認定、広域指定の取得にあ

たって、申請書類の簡素化、審査の迅速化等により、３か

月程度の短期間で取得できるよう配慮願いたい。（会社

員）

・宅配便を活用する場合、数百以上の子会社・孫会社があ

り、広域指定申請に当たって、これらの全ての会社と契約

することは事実上不可能であり、元請会社のみを広域指定

に組み入れることで可として頂きたい。（会社員）

・広域産廃の指定があれば、その回収拠点、物流会社、再資

源化拠点については、一廃の業許可や施設許可は不要とす

べき。（会社員）

・販売時負担方式により運営する場合、企業にとって体制を
構築し運用することは、管理上大きな障害となる。販売時

負担方式を実施するに当たっての体制について、企業に委

ねることは企業の負担が重く、国が検討すべき。（会社

員）

・関係者の役割については、メーカーのみならず、関係者が

それぞれ応分の責任を果たすべき。特に自治体の積極的な

協力を期待する。（会社員）

かじめ審査期間を決めるなどの措置は困難と考えますが、審査が

円滑に行われるよう配慮してまいります。

・廃棄物処理法に基づく広域指定は、廃棄物処理業に関わる許可制

度の特例として適用されるものであり、実際に廃棄物の処理を行
う者について、事業計画作成者及び環境大臣が把握できない仕組

みとすることは難しいと考えます。
   
・同上

・同上

・同上

・リサイクル費用の管理については、資源有効利用促進法では、

メーカー等の自主的取組みが基本であることにかんがみ、各企業

の自主性と責任に委ねることが適当であり、効率的であると考え
ます。

・リサイクルの仕組みづくりについては、メーカー等、販売店、自

治体、消費者等の関係者を交えて議論し、仕組みづくりや運用の

容易性からメーカー等の主体性を尊重しつつ、その他の関係者が
これに協力することとされました。自治体を含む関係者は施行準



・消費者、自治体の責任が具体的に明示されていないことか

ら、一貫した考え方に基づいたリサイクルシステム整備に

向けて、国民各層の議論を徹底する必要がある。（労働組

合役員）

・自治体の粗大ごみの料金設定についてはリサイクルを促進

する観点から的確な水準とするとともに、自治体の回収し

たパソコンについてはメーカーに引き渡すこと。（労働組

合役員）

・排出者の費用負担義務を政省令等で明記すべき。（無職、

会社員）

・フリーライダーが出ないように国がバックアップすべき。

法律を遵守するメーカー等が不利とならないような配慮が
必要。（無職、消費者コンサルタント）

・メーカー等に対して普及・啓発を行うことを義務付けるこ

と。（自治体）

(3)回収の方法について
・従来、自治体が回収してきた廃棄物であり、自治体の回収

を有効に活用すべき。そのために行政は積極的な役割を果

たすべき。（会社員）

備に協力するとともに、制度実施後は関係者の協議の場を設置

し、協力関係について評価し、必要に応じて、その見直しを行っ

ていくこととしています。

・同上

・自治体の役割としては、粗大ごみの回収に当たって、メーカー等

のリサイクル料金の水準を踏まえた適正な収集手数料を設定する

ことや自治体施設をメーカー等の回収拠点とすることを検討する

こととしています。

・資源有効利用促進法の下では、私人間の契約として履行を求める

こととなりますが、費用負担の必要性については、広報活動等に

より消費者等の理解を得ることが重要です。

・法律を遵守するメーカーが競争上不利とならないよう、資源有効
利用促進法の厳格な運用を図ります。

・メーカー等は、回収の実効性を確保するためにも、リサイクル制

度の普及・啓発を当然行うべきものと考えています。

・今回のリサイクルの仕組みづくりは、メーカー等が製品の規格、
仕様の決定、原材料の選択等を通じて、最も適切、かつ効率的に

リサイクルできる立場にあることから、拡大生産者責任の観点を

踏まえ、メーカー等にリサイクルの義務を課すものです。回収に



・メーカー単独による回収には限界があり、回収の実効性を

上げるためには、法律によるしばりが必要。（会社員）

・回収の方法は消費者の利便性だけでなく、負担コストも要

因であり、両者のバランスを考えた拠点数とすべき。ま
た、廃棄台数が増える将来においては、柔軟な考え方に立

ち、見直しを行うことも必要。（会社員）

・宅配便の全国集配拠点（約 2,000 か所）、メーカー等の保

守サービス拠点（300～400 か所）、家電４品目の指定引取
場所（2 グループ各 190 か所）については、指定回収場所

としての活用は未確定であり、報告書の修文を願いたい。

（会社員）

(4)費用負担について
・１品２制度は極力避けるべきで、新品についても排出時負

担方式とすべき。（団体職員、会社員）

当たっては、メーカー等が主体性を持ちつつも、関係者の協力を

得ながら仕組みづくりを考えることとしており、今後、関係者で

協力関係について調整されるものと考えます。

・家庭系パソコンのリサイクルについては、排出や収集に当たって
厳格な義務付けを行うより、むしろビジネスの多様性や関係事業

者の工夫を促進できるような仕組みづくりが、より効率的なリサ

イクルの実施に結びつくと考えられることから、メーカー等の自

主的取組により対応することとしたものです。

・回収拠点の設定に当たっては、消費者の利便性とコストの両面か

ら考慮すべきと考えますが、いずれにしても回収の実効性が上が

るよう配慮する必要があります。また、回収方法等については、

制度実施後についても、関係者間で協議の場を設け、必要があれ
ば見直しも検討することとしています。

・どの程度の利便性を考慮しているかを表すべく、検討の内容とし

て引用したものであり、確定したものとは考えておりませんが、

回収の実効性を確保する方法として、相当数の回収拠点の設置、
回収方法の提供等が必要と考えます。

・リサイクル料金の負担方式については、回収の実効性を高めるこ

とから販売時負担方式を原則としつつも、既販品についてはリサ

イクル費用の負担の公平性、メーカーの競争上の公平性等を考慮
し、排出時負担方式とすることとしました。新品と既販品で仕組

みが異なることについては広報の徹底等により関係者の理解が得

られるものと考えます。また、制度実施後においては、費用負担

方式を含めて、関係者による協議の場を設け評価し、必要に応じ
て、その見直しを行っていく考えです。



・家庭系パソコンの費用負担方式は、家電や事業系パソコン

と異なり、また事業系と家庭系の区別も曖昧なことから、

制度施行にあたって使用者が混乱するおそれがある。（労

働組合役員）

・廃棄時負担がモラルの向上にもつながり望ましい。（会社

員）

・リサイクル費用は明示すべきであり、「回収にあたって対

価を得ないで自主回収する」という記述は問題。（無職、
消費者コンサルタント）

・当期充当方式が妥当と考える。（会社員、自治体）

・既販品についてはリサイクル費用の排出時負担を見直すと

・家庭系パソコンは、基本的に販売店による配達商品である家電４

品目とは流通実態が大きく異なり、また従来、産業廃棄物として

処理されてきた事業系パソコンとも異なることから、それぞれ異

なる料金負担方式が考えられたもの。いずれにしても、ユーザー
に対する広報を徹底することにより、円滑な実施を図りたい。

・廃棄時負担には長期使用を促す面がありますが、小型軽量で持ち

運びし易い商品であり、自治体の収集するごみと一緒に排出され

る可能性が高く、ややもすれば不法投棄のおそれがある家庭用パ
ソコンについては、メーカー等による自主回収等という枠組みの

下で、より高い実効性を確保するためには、販売時負担を原則と

することが適当と考えます。なお、長期使用については、消費者

への広報活動等を通じてその重要性について理解を得てまいりま
す。

・個別製品ごとにリサイクル費用を区別して明示することは、難し

いと考えますが、リサイクル費用が製品価格に含まれていること

を消費者が意識できるように配慮することは必要と考えていま
す。「回収にあたって対価を得ないで・・・・」というのは、販

売時の負担を前提に、「回収の際に」ということであり、費用の

負担がないという意味ではありません。

・将来充当方式は当期充当方式と違い、将来、家庭系使用済みパソ
コンの排出量が増大して、仮に新規販売が大きく減少し、極端な

場合には商品として消滅するような事態が生じたとしても制度が

成り立たなくなる心配が少なく、高い実効性が期待される仕組み

であること等の利点があることから将来充当方式とされたもので
す。

・既販品についても、排出時負担によらず、そのリサイクル費用を



ともに、不法投棄防止体制の確立、不法投棄された製品の

リサイクルの実施も検討すべき。（自治体）

・中古パソコンについて、中古市場に出す際に、リサイクル

費用を支払う選択肢を設けることにより、中古パソコンの
購入意欲を下げない配慮が必要。（無職）

・中古品についても、制度実施後は販売時にリサイクル費用

を徴収すべき。（会社員）

・自作機については部品メーカーが部品ごとにリサイクル料
金を上乗せし、リサイクルはメーカーに委託。回収の際に

新規に販売されるパソコンの価格に上乗せして確保することによ

り、新規に販売されるパソコンと同様に無償で回収することの可

能性が議論されましたが、リサイクル費用の負担者と受益者が必

ずしも一致しない点について公平性の観点から国民の合意が得ら
れていないこと、メーカーごとの販売台数の違いから、既販品の

リサイクル費用として新規品の販売価格に上乗せされる額が異な

り、競争上の公平を損なうこと等から、新規品については当該製

品のリサイクル費用を販売価格に含めて確保する方式とし、既販
品については排出時負担とすることとされました。

・不法投棄については、責任は第一義的には不法投棄者にあり、一

律にメーカー等に対し責任を求めることは困難ですが、既にリサ

イクル料金をメーカー等が確保しているものについては、不法投
棄されたものをメーカー等が引き取る際の条件について、今後、

メーカー等と自治体との間で調整されるものと考えます。

・リサイクル費用は、既販品については過渡的なものとして排出時

負担としましたが、原則は販売時負担であることから、新たなリ
サイクルシステムが導入された後に販売されるパソコンについて

は、中古市場に出された場合に、リサイクル費用が中古品購入の

制約要因となることはないと考えます。なお、既販品について

は、中古品の売買にはメーカー等は直接関与しないケースが多い
ことから、リサイクル費用は排出者が排出時に負担することとし

ています。

・同上

・自作機、個人輸入品については、直接的にはリサイクルの対象と
はなりませんが、リサイクルを引き受けるメーカー等があれば、

その協力を得て、排出時負担によりできるだけリサイクルできる



は自作パソコンを分解し、それぞれの委託先に振り分け

る。（無職）

・個人輸入品、自作パソコンも可能な限りリサイクルを進め

る必要がある。（消費者コンサルタント）

(5)その他について

・十分な準備期間が必要。（団体職員、会社員）

・リサイクル費用に対する非課税措置が不可欠。(団体職員、

会社員、労働組合役員、無職)

・タンタル等の稀少金属については、使用量を減らすととも

に、厳格な再利用制度を設けるべき。（大学等教員）

・旧型のパソコンも「ターミナルサーバ」のような技術を使

えば端末機として十分活用できるため、再利用の推進を検
討すべき。委員にはネットワークシステム、ソフトウェア

等の専門家も加えるべき。（大学等教員）

ように考えています。

・同上

・早急な実施が望まれる一方で、混乱なく新たな仕組みを立ち上げ

ることも必要と考えています。回収・リサイクルの具体的な仕組
みは、今後、各メーカーが地域の関係者と協議しながら詰めてい

くこととなりますが、住民への普及啓発と併せて、適切な準備期

間が確保できるよう配慮してまいります。

・リサイクル費用に対する税制上の特例措置の必要性については、
今後、実際に企業内に留保される金額、それに伴う利益処分計

画、税務上の取扱い等々について、具体的に整理した上で、議論

すべきものと考えます。

・稀少資源のリサイクルについては、経済的に回収できる技術開発
が必要であり、現状においては困難な状況にあります。パソコン

に係る稀少金属の３Ｒ対策については、使用されている稀少金属

の量は極めて微量であることから、各稀少金属ごとの３Ｒ対策の

議論も見据えつつ、今後の課題として考えてまいります。

・製品リユースについては、今回の議論の直接の対象ではありませ

んでしたが、中古パソコンの取引がビジネスとして拡大する中

で、リサイクルをどう進めるかについて議論してきたところで

す。なお、合同会合のメンバーについては、議論、検討すべき内
容から人選を図ったもので、概ね適切な人選であったと考えてお

ります。



・パソコンはバージョンアップ、モデルチェンジが頻繁であ

ることから、廃棄物総量を抑制するために部品等の再利用

も含めリユースの拡大に向けた対応が重要。（労働組合役

員、消費者コンサルタント）

・廃棄パソコンから個人情報やソフトが盗まれるケースが増

えている。リサイクル時に消去する仕組みが必要。（アナ

リスト、消費者コンサルタント、弁護士）

・個人用パソコンはリースのみとするとともに、RF-ID をパ
ソコン内に埋め込むことにより、不法投棄を防止すべき。

（会社員）

・長期使用によるパソコンの廃棄量を減少させることが、重

要である。（会社員）

・不法投棄の増加を前提とした主張は、不法投棄については

ある程度やむを得ないという意識を前提にしたものであり

おかしい。（労働組合役員）

・リサイクルの体制構築に当たっては、業界全体での統一的
対応が効率的なケースが多くなると予想される。環境問題

の対応については、一般とは異なる競争ルールが求められ

・部品リユースについては今回の仕組みの中で、リサイクルの取組

みとして促進されます。製品リユースについては上記のとおり、

ビジネスとして拡大している中で、行政的対応の必要性を含めて

検討していきたいと考えます。

・ハードディスクの内容については、基本的にユーザーの個人資産

であり、そのセキュリティについては廃棄する個人において管理

すべき問題と考えます。ソフトの転売等については、基本的に禁

止されており、リサイクルの仕組みとは別の問題と考えますが、
メーカー等が回収の際の注意事項として広報等を行っていくこと

は考えられます。

・御提案については、消費者がパソコンを所有することができなく

なるなど、関係者の社会経済活動に大きな影響を及ぼすものと考
えますが、新たな仕組みについては、回収の実効性を高めること

とともに、メーカー、販売店、消費者等の関係者にとって、分か

りやすく、受け入れやすいこと等も必要です。

・今回は、家庭系パソコンのリサイクル推進のための仕組みづくり
について御意見をいただいておりますが、パソコンの長期使用に

関しては、資源有効利用促進法により、メーカー等に対して、長

寿命化のための材料・構造の工夫、修理及びアップグレード体制

の整備等が既に義務付けられております。

・不法投棄を未然に防止することを議論をすることは不法投棄を容

認することと必ずしも一致するものではないと考えます。

・独禁法との関係については、公正取引委員会において、リサイク

ルに関するガイドラインが示される等しております。独禁法の見
直しについては、公正取引委員会の所管であり、御意見として拝



ることから、運用面を含め、従来の独禁法を見直し、より

適合したあり方をさぐることが必要である。（労働組合役

員）

・自治体による使用済みパソコンの回収は存続するよう希望
する。（会社員）

・自治体としてはメーカー等の自主的取組に協力する一方

で、自らも処理責任を果たす必要がある。この矛盾した状

況を整理しなければ自治体側は混乱する。（自治体）

・勧告、命令の対象となる条件として、年間生産台数が１万

台以上と定められているが見直しが必要。（会社員）

・家庭系パソコンのリサイクルは家電リサイクル法と異なる

制度となったが、消費者に対する十分な説明が必要。

・既販品との識別、事業用と個人用の識別について、法的に

バックアップする方法がないかどうかも検討すべき。

・プリンタ、モデムなどの周辺機器についても、リサイクル

システムに組み入れてほしい。（消費者コンサルタント）

聴いたします。

・各自治体における使用済みパソコンの取扱いは、自治体ごとに定

める一般廃棄物処理計画に基づき決められるものと考えます。

・資源有効利用促進法に基づくメーカー等の自主回収は、家電リサ
イクル法の場合と法的な位置付けが異なるため、家庭用パソコン

について、直ちに、自治体のごみ収集の対象から除外したり、あ

るいは、他の粗大ごみ等と異なる料金体系を設定したりすること

は難しい面がありますが、メーカー等による自主回収・リサイク
ルの推進を図るという制度の趣旨に照らせば、自治体において

も、住民の理解を得つつ、メーカー等が設定するリサイクル料金

の体系と整合した手数料制度を採用すること等により、メーカー

等の回収システムが円滑に機能するよう積極的な対応をとること
が期待されます。

・中小、零細業者に対する配慮として一定の条件を設けることは必

要な措置と考えており、現行基準は、実態を踏まえたものであ

り、概ね妥当と判断しております。

・メーカー等による主体的な広報活動はもちろんのこと、国、自治

体等も周知徹底に協力すべきと考えております。

・識別の方法については、第一義的には、メーカー等が仕組みを考

えるべきであり、その結果をみて、支援の必要性も含めて検討し
たいと考えます。

・製品と一体的に販売されたキーボード、マウス等の付属品につい

ては、メーカー等がパソコンを回収する際に、併せて引き取るよ



・パソコンの定義に係る 1kg については軽量化が進む中、重

量の範囲を引き下げるべき。（無職）

・リサイクル費用の管理状況、使途等については、可能な限

り情報を公開し、リサイクル事業の運営の透明性を図るべ
き。（自治体）

う努力することとしていますが、プリンタ、モデムなどの周辺機

器については、機器ごとにリサイクルの必要性が判断されるべき

ものと考えます。

・実態を考えれば、今直ちに見直しが必要な状況とは考えません。

・リサイクル費用については、製品価格に含まれていることを消費

者が意識できるようにするために、メーカー等は必要な情報開示

に積極的に取り組むべきと考えております。


